
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委    員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１１月２０日（土） １２時４５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市福島北東岸 

中ノ鼻灯台から真方位０７４°１,７４０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１３.１′ 東経１３２°５６.３′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 旅客船 ゆきひめ、１９トン 

 船舶番号、船舶所有者等  ２８１－４１９０７愛媛、せと観光ボート有限会社（Ａ社） 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質  １７.９７ｍ×３.９９ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

 機関、出力、進水等  ディーゼル機関２基、合計５３０kＷ、平成２２年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５４年７月２０日 

  免許証交付日 平成１９年２月２８日 

         （平成２４年６月２日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長） 

 損傷 右舷船首部に約７０㎝の亀裂、プロペラ先端に曲損 

 事故の経過  本船は、船長１人が乗り組み、広島県竹原市竹原港で旅客が下船したの

ち、船首約０.７ｍ、船尾約１.２ｍの喫水で、船長が、右舷側にある操縦

席に座って手動操舵を行い、ＧＰＳプロッターを作動させ、今治港に向け

て航行した。 

 

船長は、愛媛県横島南西端の西方約１００ｍ沖に達したとき、福島の東

方約２００ｍに向く約１８２°（真方位、以下同じ。）の針路とし、約１９

ノットの対地速力で航行した。 

船長は、数日前から睡眠不足と疲労が蓄積した状態であった上、竹原港

出港後、漁船が多かったので避航操船などで緊張していたものの、横島付

近からは前方に漁船などがいなくなったことで安心して気が緩み、操縦席

に座って手動操舵を続けるうち、居眠りに陥った。 

 本船は、船長が居眠りに陥ったことから針路が保持されなくなり、予定

針路よりも右に向き、福島北東岸の砂浜（以下｢本件砂浜｣という。)に向け

て航行し、平成２２年１１月２０日１２時４５分ごろ中ノ鼻灯台から０７

４°１,７４０ｍ付近の本件砂浜に乗り揚げた。 

 船長は、直ちに海上保安部に連絡し、本船は、僚船により引き下ろさ
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れ、自力航行して今治港に帰航した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長は、１１月１７日から事故前日の１９日までは、０２時３０分ごろ

～０４時３０分ごろまでの間に自己所有の小型船で離島への新聞配送

を行い、昼間は事務作業を行っており、１週間に１回程度であるが、Ａ社

がチャーター便を運航するときにだけ、船長として乗り組んでいた。 

 本船は、事故当日、チャーター便として、船長１人が乗り組み、旅客２

５人と添乗員１人を乗せて、０９時２０分ごろに今治港を出港して０９時

５０分ごろ広島県呉市大崎下島御手洗港に入港し、１１時３０分ごろ同港

を出港して１２時００分ごろ竹原港に入港したのち、同港で旅客２５人と

添乗員１人を降ろして今治港に向けて回航した。 

 船長は、ふだんは２１時ごろ～０２時ごろの間と新聞配送を終えた後

の０６時ごろ～１０時ごろの間に睡眠をとっていたが、事故の２～３日

前からＡ社が新規に運航する定期航路便のことなどが気にかかって眠りが

浅くなり、睡眠不足と疲労が蓄積した状態であった上に、事故当日は、０

６時ごろ～１０時ごろの間に睡眠をとることができなかった。 

 本船には、居眠り防止援助装置が設置されていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、福島北東岸沖を南進中、睡眠不足と疲

労が蓄積した状態の船長が、操縦席に座って手動

操舵で操船していた際、前方に漁船などがいなく

なったことで安心して気が緩み、居眠りに陥った

ことから、針路が保持されず、本件砂浜に向けて

航行し、本件砂浜に乗り揚げたものと考えられ

る。  

原因  本事故は、本船が、福島北東岸沖を南進中、操縦席に座って手動操舵中

の船長が居眠りに陥ったため、針路が保持されず、本件砂浜に向けて航行

し、本件砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




